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決議Ⅶ決議Ⅶ決議Ⅶ決議Ⅶ....17171717    湿地の保全と賢明な利用のための国の計画策定の一要素としての復元湿地の保全と賢明な利用のための国の計画策定の一要素としての復元湿地の保全と賢明な利用のための国の計画策定の一要素としての復元湿地の保全と賢明な利用のための国の計画策定の一要素としての復元    
 
 
1. 湿地の復元を促進するための各種の行動をとることを、締約国と常設委員会に要請した勧告
4．1を想起し、 

 
2. また､「湿地の復元を国の自然環境保全､土地及び水管理政策に組み込む」ことを締約国に求
めた勧告 6.15 を想起し、 

 
3. 復元や機能回復の必要がある湿地を特定し、この目的にかなう方法を用意・実施し、復元及
び機能回復計画を確立すること、そしてこれを特に主要な河川系あるいは自然保護上の価値
の高い地域について行うよう締約国に要請した「1997-2002 年戦略計画」の実施目標 2.6 に
留意し、 

 
4. 本締約国会議の分科会Ⅱで発表され検討された、「湿地の保全と賢明な利用のための国の計画
策定の一要素としての復元」と題した報告の著者に感謝の意を表し、 

 
5. 湿地の復元や創造は、喪失または劣化した自然の湿地に代わりうるものではないとはいえ、
湿地の保護と並行して行われる国の湿地復元計画は､その復元が生態学的､経済的､社会的に
持続可能なものであるならば、人間と野生生物の双方に大きな利益を付加しうるという、勧
告 4.1 で表明され､上述の報告によりさらに強調された見解を改めて表明し、 

 
6. 本締約国会議に提出された国別報告書の中で、76の締約国がそれぞれ国内で湿地復元活動を
行っていると報告したことを承認しつつこれに留意し、しかし、大半の締約国ではこうした
活動があまり活発ではないこと、また復元の推進が､国家湿地政策及び関連する政策手段の一
環として行われているとした締約国はごくわずかであったことに懸念を表明し、 

 
7. 復元及び機能回復の新規取組の発展を促すためには､能力の育成と人材・財源の追加が必要な
場合があることを認識し､しかし一方で、湿地のもたらす重要な機能､サービス､恩恵を認め、
そうした新たな取組を率先して行うのは､多くの国で地元の住民や利害関係者であることも
認識し、 

 
8. 本締約国会議の、ラムサールと水に関する分科会Ⅰで、「河川流域の管理に湿地の保全と賢明
な利用を組み込むためのガイドライン」を示した報告、水政策の策定の一要素としての湿地
についての報告、また世界的な水危機に対するラムサールの役割に関する報告のそれぞれに
おいて､湿地の復元が優先事項として明示されていることを意識し、 

 
9. 本締約国会議が､湿地政策の策定(決議Ⅶ.6)、法制度の見直し(決議Ⅶ.7)、湿地の管理への地
域社会及び先住民の参加(決議Ⅶ.8)、湿地と水路に関する広報､教育、普及啓発(決議Ⅶ.9)、
湿地の保全と賢明な利用の河川流域管理への組み込み(決議Ⅶ.18)、湿地目録の優先順位(決
議Ⅶ.20)という、いずれも湿地復元が適切な方法で促進されるよう支援する数多くの決議を
通して、これらの分野に関する、締約国のための手引きを採択したことを認識し、 

 
締約国会議は、 
 
10. 湿地の復元や創造が､失われた自然の湿地に代わりうるものではなく、そうした喪失を防ぐこ
とこそ第一に優先されなければならないとはいえ、湿地の保護と並行して行われる国の湿地
復元計画は、それが生態学的､経済的､社会的に持続可能なものであるならば､人間と野生生物
の双方に大きな利益を付加しうるものであると認識するよう､すべての締約国に求める。 
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11. 湿地の喪失についての情報を､その湿地域の喪失プロセス､機能､構成､価値の評価を含め提出
するよう､締約国に要請する。この情報には､それらの湿地の復元可能性についてのデータ、
及び復元による最大限の利益に関するデータを含めなければならない。このデータには、人
間と自然環境に利するため復元が優先事項である湿地の特定を含めるが、これは決議Ⅶ.20
で求められる標準的なデータ収集・処理手順を用いた、すべての適切なレベルでの特定とす
る。 

 
12. また、湿地喪失を防ぐための方法、及びラムサール条約と生物多様性条約の共同作業計画に
おいて、湿地復元の推進へのアプローチを見直し､必要があれば修正するよう､すべての締約
国に求める。これにあたっては、生態系アプローチ､広報・教育・能力育成の計画、伝統的規
範や女性の特別な役割を考慮に入れた、地元利害関係者への支援を推進する政策枠組みの一
環としての､持続可能な復元の推進に特に高い優先順位を与える。 

 
13. さらに、復元へのアプローチの見直しにあたっては､法制度(決議Ⅶ.7)、湿地保全への奨励措
置(決議Ⅶ.15)、影響評価(決議Ⅶ.16)、集水域レベルでの複数国にまたがる行動(決議Ⅶ.19)
の各分野を詳細に検討し､取り組むよう締約国に要請する。 

 
14. 劣化した湿地の､生態学的､経済的､社会的に持続可能な復元を促進する手段としてのプロジ
ェクトや計画を、本決議の付属書 1 に示される要素を十分に考慮しつつ、実施し評価するよ
う締約国に要請する。 

 
15. 生態学的､経済的､社会的に持続可能な湿地復元を実施する上での制約と､これに対する解決
策を特定するよう、またこれに基づき､実証プロジェクトと対象を絞った技術交換計画を策定
し、これについて第 8回締約国会議への国別報告書で報告することを締約国に求める。 

 
16. ラムサール条約事務局に対し､科学技術検討委員会と協議して、湿地の復元と機能回復の具体
的諸側面に関する専門知識の情報源を特定し(ＩＵＣＮの生態系管理委員会、生物多様性科学
国際協同プログラム、国際湿地保全連合の湿地復元専門家グループ等、既存のネットワーク
を利用して)､手段やガイドラインをさらに向上させ、これを締約国が利用できるようにする
よう求める。 
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